
資料１　

【基本目標】１．子育ち
　【基本施策】（１）教育・保育の量の確保と質の向上

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価
学習意欲向上プロジェク
ト

学力を高めるために基
礎・基本の定着を図ると
共に、自ら学び自ら考え
る力の育成を図ります。

学校教育課 外部講師（大学教授等）
を招聘しての研修活動の
一層の充実、島外先進校
の視察を通しての研修

市内小中学校教員
児童生徒

△

１３中学校区中、９校が実
施。

感染症のハイリスクな時
期が周期的に来たため、
実施できない中学校区が
あった。

市内13中学校区全
てで実施。

オンライン開催
で旅費のかから
ない研修に参加
している学校も
あったので、該
当しない研修も
あった。

キャリア教育推進事業 佐渡の自然、歴史、文化
を学ぶ佐渡学や地域産業
学習を実施し、郷土愛の
醸成と職業観の育成を図
るキャリア教育を推進し
ます。

学校教育課 佐渡の自然、歴史、文化
を学ぶ佐渡学や地域産業
学習を実施し、郷土愛の
醸成と職業観の育成を図
るキャリア教育を推進し
ます。

①みらいずノートの活用
②キャリアパスポート研
修の実施
③課題解決型職場体験の
実施と充実
④マナー講座

◎

①②みらいずノートとキャリ
アパスポートの活用に関する
アンケート調査をするととも
に、研修会を実施し活用促進
を図った。
③④課題解決型職場体験、マ
ナー講座は全中学校１３校で
実施した。

課題解決型職場体験学習
の受入れを事業所から断
られることも多くなって
いる。本事業の趣旨、協
力要請等の支援に努め、
事業所の確保・協力体制
の構築が必要である。

①100%
②100%
③100%
④100%

職場体験により
さまざまな仕事
に触れ、地域の
大人とかかわる
ことは、子ども
たちのキャリア
形成の上でとて
も意義のある取
組である。

心の教室相談員配置 自分を大切にでき、他人
を思いやることのできる
教育活動の推進を図りま
す。

学校教育課 小学校児童、中学校生徒
の教育相談や心の居場所
づくりを行う。

小学校　児童
中学校　生徒

○

・別室登校の多い中学校に、
２名配置した。１学期昨年比
8.7倍の相談件数となった。
・増員できなかった結果、小
学校への配置ができなかっ
た。

・相談員の配置を要望す
る学校すべてに配置でき
なかった。市教委に対す
る学校現場の期待に応え
たい。

・児童生徒の教育
相談、心の居場づ
くりを行う。
・学校不適応、不
登校の未然防止と
して、積極的配置
を行う。

・R3の不登校生
徒数（中学校）
は23名。前年度
比＋３名。小学
校への配置を進
め、継続不登校
生を減らした
い。

佐渡産物を使用した「佐
渡イチオシ食材」
（旧　佐渡産物を使用し
た統一献立）

地産地消を推進するとと
もに、給食センターの栄
養士と生産者のもとへ取
材に伺い、取材する佐渡
産物の特徴や栽培してい
て苦労していること、や
りがいを生産者から聞き
取り、給食だよりで紹介
する。また、給食で使用
可能な食材は掲載月の献
立に取り入れる。

学校教育課 佐渡産物を活用した学校
給食を生きた食育の教材
として活用することで、
食べ物や生産に関わる
人々への感謝の気持ちを
育み、郷土を愛する気持
ちを養うとともに、佐渡
産物の旬を児童・生徒及
び家庭等へ伝え、味・よ
さを知ってもらい、小・
中学校9年間の食育を推
進する。

小・中学校　児童生徒及
び保護者

◎

調理場８施設で実施
以下の９回実施
5月：サクラマス
6月：きゅうり
7月：番茶
9月：パッションフルーツ
10月：梨
11月：みそ
12月：しょうゆ
1月：切干大根
2月：打ち豆

紹介する佐渡産物の品目
に限界がきている。
また、旬の佐渡産物がと
れる時期に家庭でも食べ
てもらうために、レシピ
の紹介をするなど、マン
ネリ化しないような工夫
が必要。

調理場８施設
年９回実施

学校栄養士と連
絡調整をしっか
り行い、生産者
への取材とおた
より作成を行う
ことが出来た。
今年度から佐渡
市ホームページ
にもおたよりの
記事掲載を開始
した。

地域との連携ネットワー
ク[新規事業]

令和２年度に佐渡市の全
小中学校に学校運営委員
会が設置できるように支
援し、規則等整備してい
きます。

学校教育課 令和２年度にすべての小
中学校に設置された学校
運営協議会が円滑な運営
が出来るように支援して
いきます。

①ＣＳディレクターの全
配置の推進
②学校運営協議会の円滑
な開催

◎

全24協議会で計89回学校運
営協議会を開催した。

学校運営協議会の取組に
は差が見られるため、今
後、充実した取組となる
よう研修会等を計画的に
開催していく。

①100％
⓶年3回以上の開催
が100％

学校運営協議会
の組織ができ、
定期的に開催さ
れるようになっ
た。

ＩＣＴ整備事業
[新規事業]

ＩＣＴ教育推進のため、
小中学校にＩＣＴ機器を
計画的に整備します。

学校教育課 ①すべての学校に電子黒
板と書画カメラを設置
②すべての学校に通信
ネットワークを構築
③児童生徒に一人一台の
端末を整備

小・中学校　児童生徒

◎

①小学校３６セット
　中学校１４セット導入済み
②ネットワーク整備済み
③令和2年度に端末整備済み

大型提示装置は現場のも
のを流用したため、学校
によって環境が変わる。
電子黒板に比べると、操
作精度が低く使いづらい
との意見もある。

・小学校11校
　　36セット
・中学校7校
　　14セット
大型提示装置活用
機器を整備する。

計画通り整備で
きた。

キッズお仕事体験 郷土愛と将来の夢や職業
観を育むため、佐渡市の
児童・生徒及び保護者を
対象としたキャリア教育
推進イベントを実施しま
す。

産業振興課 集客力の高いイベントと
同時開催することによ
り、より多くの小学生が
様々な体験できるよう取
り組む。

市内の小・中学生及び保
護者

△

コロナ感染症の状況を考慮
し、今年度のイベントは中止
とした。

事業未実施
佐渡市教育大綱及び佐渡
市教育振興基本計画
（R2.9月策定）において
キャリア教育の推進につ
いて明記されていること
から、所管及び内容の変
更を検討する。

市内で実施される
キャリア教育推進
イベントを支援す
る。

コロナ禍の影響
による中止はや
むを得ない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度 佐渡市子ども・子育て支援事業評価
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価
市展覧会作品募集 幼少期より創作を行うこ

とで、子どもたちの情操
を豊かに育むともに、将
来、芸術文化振興の担い
手となるよう市展作品を
募集します。

社会教育課 誰もが芸術、文化に親し
み、文化活動に参加し担
い手となるよう、さまざ
まな文化事業等を充実さ
せる。

佐渡島内の小中学校生徒
及び幼稚園、保育園の園
児

△

出品点数
・小中学生　501点
・幼稚園・保育園　364点
入場者数　3,028人

作品を作る時間が無かっ
たり、少子化等の影響も
あり、出品点数が伸びな
い。

出品点数1,350点

入場者数3,500人

目標値の見直し
や新たな工夫を
凝らし、引き続
き実施してい
く。

佐渡博物館等を活用した
学習支援事業

佐渡の自然、歴史、文化
を学ぶ佐渡学や地域産業
学習を実施し、郷土愛の
醸成と職業観の育成を図
り、学習活動を支援しま
す。

社会教育課 　小中学校の郷土学習を
支援し、子どもたちの郷
土愛の高揚を図る。
　イベントを開催するな
ど、博物館を楽しく学
び、体験できる文化施設
としての認知度向上に取
り組む。

　子どもから大人までの
島民全般

○

・出前授業の開催 11回（児童
生徒299名）
・ワークショップの開催7回
（参加者1162名）
・ジュニア学芸員養成講座 全
6回×2期=12回（受講生26
名）

ここ数年で事業の種類や
回数を増やしてきてはい
るが、今後も同様に継続
していけるかが課題と
なっているとともに、内
容の精査が不十分であ
る。博物館のイベント等
でどのような学びを得ら
れたかアンケート等での
評価分析や検証が必要で
ある。

・小中学校への出
前授業の実施
１５回
・ワークショップ
等イベントの開催
１０回
・ジュニア学芸員
養成講座（前期、
後期）１２回

目標回数が概ね
達成できてお
り、多くの子ど
もたちに郷土学
習や文化に触れ
る機会を提供で
きた。

園等巡回支援事業 保育園等への巡回訪問を
実施し、発達障がい児や
気になる子に対し、適切
な対応ができるよう保育
士等に助言します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

巡回支援専門員が各園を
年間４～5回訪問。園児
の行動観察を行い、気に
なる児の特性と適切な対
応の仕方を保育者に助
言。また、園全体が共有
できるようコンサルテー
ションを実施します。

市内の全保育園、幼稚園

◎

・巡回園数（延）188回
・指導園児実人数　247人
・指導園児延人数　481人

園では対象児の対応方法
の指導を受けて、日々の
保育に活かそうとしてい
る。園全体で取り組める
環境整備（人員配置も含
め）に努める。

巡回施設29か所
各施設年4～5回
対象児300名

巡回後のコンサ
ルテーションを
通して指導方法
を伝え、確実に
伝わるよう確認
しながら行っ
た。

子どもが元気な佐渡が島
（たからじま）（子育て
応援宣言）

子どもたちが夢と希望を
持ち、健やかに育てる環
境づくりを目指した子育
て応援事業（施策）の実
施をし、佐渡市の子育て
支援を更に充実させま
す。

子ども若者課
（子育て支援
係）

佐渡市の子育て支援施策
を見える化するために、
庁舎前に「子どもが元気
な佐渡が島（たからじ
ま）・子育て応援宣言」
の垂れ幕設置や、子ども
の権利条例の制定を検討
します。

○

佐渡市子どもが元気な佐渡島
(たからじま)条例のR4.4.1施
行に向けて意見聴取等を行っ
た。
条例案を3月議会定例会に諮
り、承認を得た。

佐渡市の子育て支援にか
かる理念を示す条例であ
るため、今後どのように
市民や企業などに周知し
ていくか検討の必要があ
る。

垂れ幕の設置や子
どもの権利条例の
制定を検討する。

目標としていた
権利条例の制定
ができた。

　【基本施策】（２）子どもや母親の健康確保と育成医療の推進
具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

妊産婦訪問指導 医療機関と連携し、妊娠
中、産後の健康管理を支
援します。

市民生活課健
康推進室

医療機関と連携し、妊娠
中、産後の健康管理を支
援します。

妊婦、産婦

◎

・妊婦は希望者に対し、助産
師が訪問し相談に応じてい
る。
・産婦は全戸訪問している。

妊婦は希望者のみ訪問を
実施しているが、初産婦
への訪問は意識して勧め
ていく。

産婦　100％ 妊婦は希望者に
訪問することが
できた。産婦に
ついてもほぼ訪
問できている。

妊婦保健指導 両親が出産、育児に必要
な情報を得られ、気軽に
相談できる体制をつく
り、指導・相談を行いま
す。（パパ・ママセミ
ナー、プレママカフェ）

市民生活課健
康推進室

両親が出産、育児に必要
な情報を得られ、気軽に
相談できる体制をつく
り、指導・相談を行いま
す。

概ね妊娠6～7か月の妊
婦とパートナー

○

・パパママセミナーは初産の
みを対象に年6回開催。

・新型コロナウイルス感
染予防対策をとりなが
ら、実施する必要があ
る。
・プレママカフェは今後
もニーズや内容の検討が
必要

パパママセミナー
初産の参加率
80％

初産のみを対象
とした。参加率
は43.7％だっ
た。感染症の流
行もあり、より
参加率が減っ
た。

新生児・乳児訪問事業 早期訪問により母乳育児
の推進を図ると共に、親
の育児を支援します。

市民生活課健
康推進室

早期訪問により母乳育児
の推進を図ると共に、親
の育児を支援します。

新生児、乳児

◎

・助産師が生後1か月頃、保健
師が生後2か月頃に自宅を訪問
し、相談等に応じている。島
外に里帰りした場合も他市に
依頼し、実施している。

タイムリーな訪問のため
に、医療機関との、より
密な連携が必要。

新生児、赤ちゃん
訪問100%

新生児、赤ちゃ
ん訪問ともほぼ
全員実施できて
いる。

乳幼児健診事業 発育・発達の確認によ
り、異常の早期発見、早
期治療に結び付けます。
また、親が安心して育児
できるように励ますと共
に仲間作りの場としま
す。

市民生活課健
康推進室

発育・発達の確認によ
り、異常の早期発見、早
期治療に結び付けます。
また、親が安心して育児
できるように励ますと共
に仲間作りの場としま
す。

1か月児、3～4か月児、
6～7か月児、9～10か
月児、1歳6か月児、3歳
児 ◎

・1か月健診は医療機関で個別
に実施。3～4か月児、6～7
か月児、9～10か月児、1歳6
か月児、3歳児健診は市が集団
で実施している。

対象児減少により、適切
な健診回数の確保につい
て医療機関との調整が必
要。
感染対策で滞在時間や接
触、会話が制限され、仲
間づくりの設定が困難。

健診受診率
100％

コロナの影響で
中止した健診が
あったが、電話
や訪問等で状況
を把握できた。
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価
歯科保健推進事業 乳児健診の会場や保育

園、幼稚園参観日など
に、歯科衛生士が歯科指
導や相談を行います。

市民生活課健
康推進室

親子で歯みがき習慣を身
につけ、むし歯を予防す
る。

３～４か月、６～７か月
９～１０か月児の保護者
園児の保護者

○

乳児健診会場で歯科衛生士に
よる歯科指導を実施してい
る。
希望する園には参観日等の際
に歯科衛生士による歯科指導
を実施している。

新型コロナウイルス感染
症の影響で園での集団指
導が開催できないことが
あった。

・乳児健診時に歯
科保健指導を実施
する。
・前年度未実施の
園で歯科指導がで
きるよう働きかけ
る。

乳児健診時の歯
科保健指導は全
員に実施でき
た。

フッ化物歯面塗布事業 子どもの時から歯や口の
健康を意識し、実行しま
す。

市民生活課健
康推進室

子どもの時から歯や口の
健康を意識し、実行しま
す。

９か月児から4歳児

○

・対象者にフッ化物歯面塗布
券を送付。
・１歳６か月児健診の時に希
望者にフッ化物歯面塗布を実
施している。

フッ化物歯面塗布の実施
率の更なる向上に向け、
関係機関と協力してPRや
より受けやすい方法につ
いて検討が必要。

フッ化物歯面塗布
受診率80.0％

フッ化物歯面塗
布の実施率は
64.7％と年々
増加傾向。

佐渡市休日急患センター 日曜・祝日・年末年始の
軽症患者への適正な医療
を確保するため、佐渡
市・医師会・佐渡総合病
院で協力し運営。

市民生活課健
康推進室

医療機関が休診になる休
日において、突発的な病
気にも対応可能な医療体
制により、安心して暮ら
すことができる子育て環
境を提供する。

子育て世帯を含む全市民

◎

小児科実績８２人 担当する医師（佐渡医師
会所属医師）の高齢化及
び人数の減少

休日における医療
提供体制の維持

軽症患者の救急
体制維持が図ら
れた。今後も継
続 し て い き た
い。

子どもの予防接種事業 子どもの健康を守り、周
りへの集団感染を防ぐた
め適切な予防接種の実施
を進めます。

市民生活課健
康推進室

子どもの健康を守り、周
りへの集団感染を防ぐた
め適切な予防接種の実施
を進めます。

0歳～中学生

○

各予防接種の対象者へ案内を
送付し、受診勧奨を行ってい
る。

受診勧奨を行って、接種
率の維持が出来ている。
新型コロナワクチンのよ
うな臨時接種がある場
合、予定している接種間
隔が狂うこともある。

接種率９０％ 平均接種率
89.2%

乳児家庭全戸訪問事業 乳児及びその保護者の心
身の様子及び養育環境の
把握を行い、子育てに関
する情報提供と育児不安
の軽減を図る。

市民生活課健
康推進室

乳児及びその保護者の心
身の様子及び養育環境の
把握を行います。

生後４か月までの乳児の
いる家庭

◎

新生児・乳児訪問事業のどち
らも拒否した家庭を子ども若
者相談センターの家庭児童相
談員等が訪問する

対象となる家庭の
訪問実施率100％

ほぼ全員に訪問
できている。

子どもの医療費助成事業 子育て世帯の医療負担軽
減を目的とし、子どもの
18歳到達後の最初の3月
31日までの医療費の一
部及び入院に係る医療費
全額を助成する。

子ども若者課
（子育て支援
係）

子どもが医療機関を受診
した際の医療費を助成す
る。
【自己負担】
通院：１日につき530円
（同じ月で同一医療機関
５回目以降は無料）
入院：無料

高校卒業相当（18歳到
達年度末）までの子ども

◎

子どもが医療機関を受診した
際の医療費を助成している。

助成内容については一定
の水準に到達している。
資格喪失後の受診にもか
かわらず、受給者証の確
認がされないまま助成が
行われたケースがあっ
た。医療機関に対して、
受給資格の確認の徹底を
依頼する必要がある。

子育て世帯の経済
的負担を軽減し、
助成対象者が円滑
かつ容易に医療機
関を受診するため
の支援を行う。

医療費の助成
は、子育て世帯
の経済的負担に
繋がった。
助成内容は、県
内他市と比較し
ても充実してい
る。

　【基本施策】（３）親子で学び遊べる場の提供
具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

親子での読書普及 親子で参加できるお話し
会の実施などを通じて、
家庭での読み聞かせの普
及・定着を促す機会を提
供します。

社会教育課
（中央図書
館）

本の楽しさと、図書館の
利用方法について知って
いただき、子どもの読書
活動を推進する。

〇乳幼児から小学生まで
の子どもと、その保護者

○

おはなし会　52回　延543人
参加

人数制限や事前申し込み
など感染予防対策をしな
がら実施したが、参加者
が0人の回もあり、周知
方法ややり方について見
直しが必要。

おはなし会
参加人数延べ600
人

コロナの感染が
著しいときは中
止をしたり、感
染予防対策を講
じたりなどし、
それなりに実施
できたが、目標
の参加人数には
至らなかった。

ふれあい家庭学級、親子
体験教室

自然・伝統文化・環境な
どの佐渡学を中心とした
佐渡の魅力を感じ、郷土
愛を育む講座を行いま
す。

社会教育課 ジオパーク親子体験や家
庭教育学級などを開催
し、親子のふれあいや社
会参加を促し、人づく
り・仲間づくりを進めま
す。

親子

○

・市民講座入門コース（火打
ち石体験と貝がらアート）親
子７組19人
・親子体験（シーカヤックで
小木海岸体験！・石を使って
サバイバル！）中止

荒天時の代替メニューで
対応したが、野外事業が
多いため更に充実を図る
必要がある。
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、直前で
中止になった講座があっ
た。

SNS等を活用し、
事業の周知を図
り、各回定員の7組
が参加する。

申込者が多く、
参加者からも楽
しかったという
感想がほとんど
だった。親子の
ふれあいや仲間
づくりを意識し
て行った。
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価
親子ふれあいスポーツ 親子で参加できるスポー

ツ教室等の充実を図り、
子どもたちに体を動かす
ことの楽しさ、大切さを
学ぶ場を提供します。

社会教育課 各地区ごとに特色のある
親子参加型のスポーツ教
室を開催する。

園児から小学生までとそ
の保護者

○

相川・金井・真野・小木の4地
区で計25回実施、368人参
加。

子供が飽きないように、
新たな種目を積極的に取
り入れていく必要があ
る。

全地区で親子ス
ポーツ教室等を実
施する。１０地区

来年度は全地区
で実施できるよ
うに取り組んで
行きたい。

サドジュニアオリンピッ
ク

市内の地域子ども会等の
チーム対抗で様々な競技
を競い、チームのために
自分ができることを考
え、実践する場を提供し
ます。

社会教育課 チームで同じ目標に向
かって取り組むことで、
社会性や協調性の向上を
図る。
また、チームの枠を超
え、参加児童同士が交流
し、仲間づくり及び向上
心の向上に繋げる。

小学生

△

令和4年2月19日に開催を計
画したが、新型コロナの影響
により中止した。

新型コロナの影響がまだ
まだ色濃く残っており、
多くの子どもが集まって
の開催は難しい。

HP、SNS等で早め
の周知を行い、上
限の８チームが参
加する。

中止となったた
め、事業内容は
評価できない。

ブックスタート事業 乳児健診時に絵本をプレ
ゼントすることで、絵本
を通じて親子でふれあう
時間をもってもらうきっ
かけを提供します。

社会教育課
（中央図書
館）

お渡しした絵本をきっか
けに、親子で絵本の楽し
さと図書館の利用方法を
知っていただく。

〇４か月検診に参加した
親子

○

配布実績：228人 コロナ禍で図書館スタッ
フが健診会場に伺うこと
ができなかった。

配布数：253人 直接、対象の親
子に会うことは
できなかった
が、保健師と連
携し確実に渡す
ことができた。

子育て支援センターの設
置・運営
子育てグループ等の育成
支援

　子育て支援の拠点とし
て育児相談や育児サーク
ルの育成・支援、子育て
関連の情報を提供するこ
とにより、子育てに関す
る不安等の解消を図りま
す。
　また、地域の人との関
わりや、世代間交流の場
として、子どもを連れて
気軽に行けるプレイス
ポットなどの情報を整理
し、提供します。

子ども若者課
（子育て支援
係）

育児相談やサークルの育
成・支援、子育て関連情
報を提供する。
R２年度は、妊娠期から
の切れ目のない子育て支
援を目指して、助産師や
保健師が支援センターを
訪問し、未就園児を育て
る親への講話や相談業務
を行う。

子育て中の親とその子ど
も

○

◎市ホームページの更新／月
１回
公立および私立支援センター
のおたより・行事予定を掲載
した。

◎試験的な日曜開設の実施
R３.10～　第２・４日曜
さわた子育て支援センター
利用者数合計　３０９名

・市民から利用要件(年
齢・住所)の問い合わせが
増えている。要件見直し
の検討が必要だが、現場
で予想される課題の把握
が必要である。

・初めて施設を利用する
市民にとっては敷居が高
い。乳幼児健診の際に案
内する、実際に施設見学
をするなど、他課との連
携が必要である。

公立支援センター
（５か所）と私立
支援センター（４
か所）の連携を強
化し、子育て支援
に繋げる。

公立、私立の連
携が進められな
かったが、試験
的に実施した日
曜開設は好評で
あり、平日は仕
事等で利用でき
ない子育て親子
の支援に繋がっ
た。

いのちの授業推進事業 当たり前のようにある
「いのち」。今ここにい
る奇跡。生まれてきた自
分はとてもすばらしい力
を持っていることを小さ
いうちから耳で聞いて、
感じてもらうことによ
り、将来、自分や周りの
人を大切に思う気持ちを
醸成します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

当たり前のようにある
「いのち」。今ここにい
る奇跡。生まれてきた自
分はとてもすばらしい力
を持っていることを小さ
いうちから耳で聞いて、
感じてもらうことによ
り、将来、自分や周りの
人を大切に思う気持ちを
醸成します。

子育て支援センター、保
育園、幼稚園、小学校、
中学校、高校の児童、生
徒、保護者対象

○

・実施回数　33回
・参加者数　1,101人
・内訳　保育園　２園　小学
校６校　中学校６校　中等教
育学校１校　高等学校２校

自己肯定感を育て、性に
おける責任ある行動及び
自他の命を大切にすると
いうライフスキルの基礎
となる事業である。学
年、年齢に合わせた有効
なプログラム内容である
が、学校のカリキュラム
が早い段階において決
まっており、日程調整が
難しいところがある。し
かし、事業周知も図ら
れ、養護教諭を中心に事
業実施について連携して
いる。

・小学校（1/2成
人式対象）22校×
1回
・中学校（各学年
対象）9校×3回
・中学校（小規模
校対象）4校×1回
・中等教育学校
（各学年対象）1校
×3回
・高校（各学年対
象）6校×3回
・保育園（年長児
対象）3園×1回

保育園から高校
まで「いのち」
について考える
時間を与えるこ
とができた。ア
ンケートでも
「ためになっ
た」「いのちを
たいせつにした
い」等の感想が
多くあった。

食育事業 親子や仲間、地域の人と
の交流、ふれあいの場と
し、食事づくりを通して
親子のふれあいや食への
関心を深めます。

子ども若者課
（園児支援
係）

テーマに沿った食育活動
を計画し、親子で取り組
み、食への関心を深め
る。
・食育教室

保育園児（年長児）とそ
の保護者

◎

肥満と適正な主食量をテーマ
に、年長児の親子を対象に給
食参観を実施する。

○実施園：2２園

○9月～12月までに
　2２園実施予定

給食の試食やクッキング
を行うことで、さらに効
果が高まるため、感染予
防をしながら実施できる
ように考えていきたい。

実施予定園の全園
での実施

給食参観での実
施だったが、多
くの保護者が参
加してくれた。
食育教室後に家
庭で給食メ
ニューを実施し
てくれたり、主
食量が増えた子
どもがいたりと
食育教室の効果
が感じられた。
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価
食育（いろいろな体験を
通して食の大切さを学
ぶ）事業

保育園で野菜を栽培、収
穫をしたクッキングや給
食で食することで、食へ
の関心について向上が図
られています。

子ども若者課
（園児支援
係）

自分たちで野菜を育て、
食べることを経験し、食
べ物への興味や食べるこ
とへの関心を持つ。
・野菜の栽培
・クッキング

保育園児

◎

野菜の栽培やクッキングをと
おして、食べ物への興味や関
心をもつ。

○野菜の栽培：全園で実施済

○クッキング：
　　　14園/17園　実施

感染対策をしつつ、クッ
キングを実施できた園が
増えてきた。

・野菜の栽培（全
園で実施）

・クッキングにつ
いては、新型コロ
ナウィルスの感染
拡大防止を踏ま
え、状況をみなが
ら、可能な園から
実施していく。

新型コロナウィ
ルス感染拡大防
止をしながら、
ほとんどの園で
クッキングを実
施することがで
きた。

食育推進（早寝・早起
き・朝ごはん）事業

園児・保護者・祖父母等
を対象に、各保育園児の
現状を踏まえ、子どもの
生活リズムを整えられる
ように、正しい生活習慣
や食習慣等について講話
します。

子ども若者課
（園児支援
係）

佐渡の子どもの現状を大
人に伝え、家族全体で課
題に取り組む環境を作
る。
・お便り（元気な子通
信）での意識啓発
・朝ごはん・歯みがきが
んばりカードの実施

保育園児とその保護者、
祖父母

◎

・正しい生活習慣や食習慣等
をテーマに「元気な子通信」
で意識啓発を図る。（4～３月
配布済み）
・朝ごはん歯みがきがんばり
カードを実施し、食生活や歯
の健康を大切にした規則正し
い生活習慣を確立する。
　①6/7～7/4
　②11/1～11/28

・毎月元気な子通信を配
布し、正しい生活習慣や
食習慣をテーマに保護者
へ普及啓発をしている。
・歯みがきがんばりカー
ドを年２回実施。歯みが
きの習慣を身につける
きっかけづくりとなって
いる。

・元気な子通信の
配布（毎月）

・朝ごはん歯みが
きがんばりカード
の実施（年２回）

・年12回配
布。
・年２回実施。
実施率
 6月：98.8%
11月：99.4%
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【基本目標】２．親育ち

　【基本施策】（１）安心して妊娠・出産ができる環境の整備

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

佐渡市特定不妊治療費助
成

新潟県特定不妊治療費助
成事業の助成を受けてい
る方に、体外受精・顕微
授精に要した費用の一部
と、通院費の一部を助成
します。

市民生活課健
康推進室

不妊対策について、関係
機関との連携を図りま
す。

体外受精・顕微授精を受
けている夫婦

○

申請件数　5件 周知方法について、関係
機関と連携していく。

対象となる方が申
請できるように関
係機関と連携し周
知する。

コロナの影響か
（市外医療機関
の受診控え）、
例年と比較して
申請件数が少な
かった。

　【基本施策】（２）子育て支援に関する情報提供・相談体制の充実

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

子育て支援情報の作成、
配布

子育て支援情報や子育て
サークルの活動紹介な
ど、配布することによ
り、子育ての当事者の仲
間づくりを進め、子育て
に関する不安の解消を図
ります。

子ども若者課
（子育て支援
係）

トキっ子応援プログラム
の内容修正、情報ツール
を活用した情報発信を再
検討。

子育て中の親

○

トキっ子応援プログラムに掲
載している各事業について、
ホームページ内でリンクを作
成し、情報発信を行った。

ホームページでは、事業
ごとのページまで進んで
閲覧することが手間にな
る。

ホームページ等で
の情報発信の強化
を検討。

子育てイベント
情報などはホー
ムページだけで
なく、SNSを活
用し、随時情報
発信することが
できた。

ペアレントトレーニング
（子どものパワーに負け
ない子育てが楽しく、楽
になるペアレント・ト
レーニング）

子どもへの接し方を学ぶ
ことで、子どもの問題行
動を減らすとともに、親
子がともに成長できるよ
う支援します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

子どもへの接し方を学ぶ
ことで、子どもの問題行
動を減らすとともに、親
子がともに成長できるよ
う支援します。

発達障がい児を持つ保護
者　幼児版･･3～5歳児
の保護者学童版･･小学校
低学年の保護者

△

・学童版（８回コース）
　開催回数８回
　参加実人数３人
　参加延人数24人
・幼児版（５回コース）
　開催回数10回
　参加実人数11人
　参加延人数51人

必要性は言われている
が、紙媒体の他、SNS等
で周知を図っても参加者
は多く集まらない。

・幼児版15回15
人参加延べ73人
・学童版16回延べ
63人
　

参加した子育て
世代は、参加後
「自己肯定感」
と「活気」が高
まり、日ごろの
疲労回復と仲間
づくりに有効で
あった。親支援
の一助となっ
た。

NPプログラム（Ｈａｐ
ｐｙママになるための子
育て講座）

　子育てのスキル（能
力）を高めることによ
り、親としての自信がつ
くよう支援します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

　子育てのスキル（能
力）を高めることによ
り、親としての自信がつ
くよう支援します。

0歳～5歳の子どもを持
つ親

△

・未就学児版（７回コース）
　開催回数７回
　参加実人数４人
　参加延人数22人

必要性は言われている
が、紙媒体の他、SNS等
で周知を図っても参加者
は多く集まらない。

NPプログラム
・学童版8人×3回
コース
・未就学児版8人×
7回コース
・祖父母版8人×7
回コース
・親支援教室8人×
7回コース

参加した子育て
世代は、参加後
「自己肯定感」
と「活気」が高
まり、日ごろの
疲労回復と仲間
づくりに有効で
あった。親支援
の一助となっ
た。

子どもが元気な佐渡が島
（たからじま）事業

佐渡市に住所地を持つ子
ども生まれた世帯に祝い
金を送り、新しい命が望
まれて誕生して来てくれ
たことに全島を挙げて注
目しお祝いをします。

子ども若者課
(子育て支援
係)

生まれてきた子どもは、
すべて佐度の宝であると
認識してもらい、佐渡全
島を挙げて家族を支援
し、家族の安心・安定、
出生数の増加につなげて
いくことについて検討。

◎

令和３年４月から事業を開始
し、児童1人につき出生祝金１
０万円を支給した。

R３支給児童数　２１３人

佐渡市外で出産・届出を
行った場合、出生の事実
把握が遅れることがあ
る。期限内の申請を徹底
するため、さらなる周知
が必要である。

出生祝金制度の創
設

支給対象家庭に
滞りなく出生祝
金を支給するこ
とができた。

子育て支援センター充実
事業

佐渡市においても核家族
化進み、子育て世帯のパ
パママの孤立化が目立っ
てきています。子育て支
援センターにおいて、育
児についての不安や悩み
を相談できる場、同年代
の子どもを持つ親同士の
ピアサポートの場とし
て、子育ての悩みや情報
交換することにより、前
向きな育児を支援しま
す。

子ども若者課
（子育て支援
係）

月齢の少ない赤ちゃんと
育児を頑張っているその
保護者を笑顔で向かえ、
息抜きのできる場を提供
します。佐渡市全体で育
児をする世代を応援して
いるということを伝え、
安心して産み育てること
のできる佐渡市を目指し
ます。

未就園児とその保護者

○

子育て中のママたちの心の休
息の場として子育て支援セン
ターを活用し、助産師がママ
たちの悩みや困りごとの相談
を受けた。子育て支援セン
ター5カ所を月2回訪問。
実施回数　97回
対応組数　377組

実施については、月齢の
少ない赤ちゃんとその保
護者が対象となる事業の
ため、新型コロナの感染
状況に左右されやすい。

子育て支援セン
ター5カ所×月2回
助産師が訪問

月2回専門職が
子育て支援セン
ターにいるとい
うだけで子育て
中の保護者の心
の安定の場と
なったという感
想があったた
め、ある程度の
目的は達成され
た。
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

子育ち・親育ち学級 子育てを通して楽しく学
び、交流を深めてもらう
情報交換の場を提供しま
す。

社会教育課 親子・子育て世代を対象
とした講座・教室を開催
し、子育て世代のつなが
りや仲間づくりの場とし
て交流を深めてもらう。

子育て世代

○

子育ち・親育ち学級を4回実施
したが、後半の5回は新型コロ
ナの影響により中止した。
・延べ38名参加

幼児等に関わる事業であ
り、新型コロナの影響に
左右されやすい。

親子・子育て世代
の不安や悩みを共
有し解消できる繋
がりや仕組みづく
り。

中止はやむを得
ないが、ある程
度目的は達成で
きた。

　【基本施策】（３）家庭と子育ての調和

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

男女共同参画事業 男女共同参画意識を啓発
し、男女が共に家庭や地
域活動、仕事のあり方に
ついて考え直し、協力し
て取組めるよう推進す
る。

企画課 男女共同参画意識の啓発
を目的とした市民向けセ
ミナーの開催（内容：男
女の家事・育児・介護等
への参加）

一般市民、主に子育て世
代の夫婦がターゲット

○

新潟県女性財団と協力し、11
月6日に市民向けセミナーを開
催した。
子育て世代の夫婦を対象と
し、男女が協力して家庭参加
することの意識啓発を行っ
た。。

R2年度から継続し、男性
の家庭参加を促進する目
的で、男性のセミナー講
師による参加側ワーク
ショップを開催した。保
育園等のポスター掲示、
保育園等の全園児へのチ
ラシ配布などの周知を
行ったが満足のいく集客
とはならなかったため、
開催方法を抜本的に見直
す必要がある。

セミナーにより、
市民に対する男女
共同参画意識の啓
発を図る。
参加者目標数　30
名。

セミナーでは、
夫婦での対話の
時間や、グルー
プに分かれ他の
夫婦の話を聴き
あう時間を持
ち、それぞれの
夫婦の課題や悩
みを共有したこ
とで、協力し合
いながら暮らし
ていくマインド
を醸成すること
ができた。（参
加者10名）
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【基本目標】３．地域育ち

　【基本施策】（１）地域における子育て支援サービスの充実

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

トキの島　ファミリーサ
ポートセンター事業

子育てをお手伝いしてほ
しい方（依頼会員）と子
育てをお手伝いしたい方
（提供会員）が会員登録
し、お互いに助け合う地
域の子育てサポート組織
です。提供会員の人材育
成を行うと共に制度の周
知を図る。

子ども若者課
（子育て支援
係）

会員のニーズを把握しな
がら、サービス内容の改
善、増加など事業拡大に
取り組む。
会員がサービスを利用し
やすい環境を作るため、
研修会や会員交流の開
催、利用料の助成を引き
続き行う。

子育てをお手伝いしてほ
しい方（依頼会員）
子育てをお手伝いしたい
方（提供会員）

○

〇会員登録数　153人
　　依頼会員　  84人
　　提供会員　  56人
　　両方会員　  13人
〇活動件数　延べ171件
〇研修会　１回

会員の登録状況に地域差
があり、提供会員の確保
が課題になっている。
利用要件(おおむね１２歳
まで)について、検討する
必要がある。

研修会１回
交流会１回

子育て支援セン
ターでの預かり
など、他事業と
の連携ができ
た。
引き続き、交流
会等を実施し、
会員の確保につ
なげたい。

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

共働きやひとり親家庭な
どの子どもが楽しく有意
義に過ごせる放課後の生
活の場所です。児童指導
員が、健康・安全・情緒
面に配慮しながら遊びを
主とする自主的な活動を
指導します。

子ども若者課
（子育て支援
係）

地域のニーズや利用者の
増減など利用実態に即し
た施設の整備・整理を計
画的に実施する。

昼間帰宅しても保護者の
いない留守家庭の小学生

○

児童クラブ　13か所
（公立12、私立1）

加茂小学校長寿命化改良工事
で、校舎内に児童クラブを設
置し、R5.4月の開所を目指
す。

児童支援員の人材確保、
資質向上、均一化した
サービスなど課題が多
い。

各地域のニーズ
を把握し、学童
未整備地区の整
備を検討。

これまで学童未
整備だった加茂
地区の児童クラ
ブ設置に繋げる
ことができた。

子育てエンジョイカード
事業

18歳までの子どもを育
てている家庭へ、協賛店
で提示すると、割引や特
典などにサービスを受け
ることできる「子育てエ
ンジョイカード」送付し
ている。家庭の経済的負
担の軽減を図り、地域全
体で子育てに取組む機運
の醸成を図ります。

子ども若者課
（子育て支援
係）

幅広い協賛店を確保する
ことにより、利用促進を
図る。

18歳までの子どもを養
育する世帯

○

引き続き、事業の継続・廃止
を検討していく。

R2行政改革推進委員会で
廃止の評価を受けている
ため、事業の継続・廃止
について検討が必要。
また、各家庭1枚の配布
のため、家族１人しか使
えないなど利便性につい
ても課題が見られた。

事業の継続・廃
止の検討を行
う。

事業の継続につ
いて、検討して
きたが、最終的
な結論に至らな
かった。

　【基本施策】（２）保育サービスの充実

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

通常保育事業（保育整備
事業）

良質な保育環境の整備に
向け、保育園統合計画及
び民営化計画に基づき、
計画的な整備を進めま
す。

子ども若者課
（園児支援
係）

　相川保育園、あいかわ
幼稚園統合について、検
討している。

保育園、幼稚園

継

相川保育園、あいかわ幼稚園
を統合した幼保連携型認定こ
ども園を新設している。

現場作業員が新型コロナ
ウイルス感染症の陽性者
及び濃厚接触者に特定さ
れるなど、工事期間の延
長を余儀なくされた。

令和4年4月1日
の開園を目指
す。

令和４年５月１
日の開園を目指
し、令和４年４
月１日から、旧
相川保育園で臨
時的にあいかわ
こども園を運営
することで、教
育及び保育を確
保することがで
きた。

休日保育事業 日曜、祝日等に保護者の
就労等により保育に欠け
る児童の保育を行う

子ども若者課
（園児支援
係）

令和元年度より実施して
いない。

市内の公立・私立保育園
に在籍し、日曜・祝日に
保育を必要とする児童 △

実施していない。 必要性や実施する場合の
職員配置が対応可能かを
検討していく。 ー

必要性について
検討する。

病後児保育 病状が安定し回復に向
かっている子どもを専用
施設で一時保育します。
病院と連携し、保育士や
看護師などが、保育を担
当します。

子ども若者課
（園児支援
係）

　児童の保育及び看護を
行い、保護者の子育て及
び就労の両立を支援し、
児童の健全な育成を図
る。

生後6ヶ月経過後から小
学6年生までの児童で病
気の回復期であり、集団
生活が困難で、利用につ
いて医師の同意を得てい
る。

◎

登録者数　４７名
利用者数　１８名

利用者が少数だが、必要
とする保護者はいるので
維持していく。

利用者が少数だ
が、必要とする
保護者はいるの
で維持してい
く。

利用定員は1日
6人と定めてい
るが、1日の最
高利用人数は２
人であったため
充足している。
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

病児保育 病状が回復に至らない子
どもを専用施設で一時保
育します。病院と連携
し、保育士や看護師など
が、保育を担当します。

子ども若者課
（園児支援
係）

実施していない。 ー

△

実施していない。 必要性や受入体制につい
て検討していく。

ー

必要性について
検討する。

保育料２人目以降無料化
事業

子育て家庭の就労と子育
ての両立を支援するた
め、多子世帯の経済的負
担の軽減を図ります。在
園児２人目以降の無料化
を実施するとともに、対
象児童の拡充を検討して
いきます。

子ども若者課
（園児支援
係）

　兄姉が小学1～3年生
の年齢にいる場合、在園
児の保育料無料、同時在
園でも2人目以降は無料
について、該当世帯に対
し減免を行っている。

保育園児

◎

　兄姉が小学1～3年生の年齢
にいる場合、在園児の保育料
無料、同時在園でも2人目以降
は無料について、該当世帯に
対し減免を行っている。

令和元年10月から幼児教
育・保育無償化制度が始
まり、対象外である0～2
歳児の市民税課税世帯に
ついて、検討が必要であ
る。

子育て世帯の経
済的負担軽減を
図るため、減免
を継続してい
く。

保護者の負担軽
減を図ることが
できた。
国の動向を見な
がら継続してい
く。

副食費無償化事業 給食について、公立、私
立問わず一定の質を確保
するため、幼児教育・保
育の無償化に伴い保護者
の実費負担が基本のなっ
た副食費について佐渡市
が負担する。

子ども若者課
（園児支援
係）

　給食提供における副食
にかかる食材料費は市が
負担する。

保育園児

◎

　給食提供における副食にか
かる食材料費は市が負担して
いる。

副食にかかる食材につい
ては、一定の質を確保
し、提供している。

給食の一定の質
を確保するた
め、市の負担を
継続していく。

保護者の負担軽
減を図ることが
できた。
国の動向を見な
がら継続してい
く。

　【基本施策】（３）地域との連携ネットワーク

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

しまびと元気応援団 「子どもは宝」をキー
ワードとして子育て、親
育て、地域づくりについ
て関係機関、団体との連
携を図ります。

市民生活課健
康推進室

市民協働の健康づくり、
地域づくり。
佐渡市の「健康」の現状
を知り、親子の交流会の
実施、親子の料理教室、
むし歯予防の紙芝居等、
自分たちでできることを
実施。

子育て中の親とその子ど
も
子育てを支援する人

○

・R３年度、しまびと元気応援
団グループ数：２４
うち、子育て関係のグループ
数：６
・年2回かわら版を回覧にて周
知。
・市のHPにかわら版を掲載。
今後親子クッキングのレシピ
を掲載予定。

・コロナ禍で活動が制限
され、グループの意欲が
低下している。
・みんなで一緒に取り組
む体験や市民との交流を
通して、つながりを強化
していくことが必要。

しまびと元気応
援団の活動を
PRする。関係
機関、団体との
連携を図る。

・年2回かわら
版を全戸配布し
市のHPやしま
びとLineにて活
動の様子を周知
した。

青少年健全育成活動事業 地域・家庭・学校が連
携・協力し、青少年の健
全育成に努めます。（佐
渡市子ども会活動の充
実）

社会教育課 「毎月第3日曜日は家庭
の日」を推進し、子ども
たちが家庭を考え、家族
とふれあう機会を創出す
る。

各地区青少年健全育成協
議会
各地区子ども会連絡協議
会

○

「家庭の日」標語コンクール
を開催し、1230点の応募が
あり、選考会を実施。3月12
日に表彰式を開催した。

小中学校へ協力をお願い
しているが、全く応募が
無い学校がある。市内全
ての学校から応募いただ
くけるよう引き続き協力
を依頼していく。

「家庭の日」標
語コンクールを
開催し、佐渡市
内の子どもたち
が家族や家庭を
考える機会を創
出する。

標語を考える中
で、家族や家庭
を考える機会を
創出できている
と考える。

学校・家庭・地域の連携
促進事業

地域の人々が協働で教育
支援に取り組む仕組みづ
くりを推進し、地域力の
強化と地域コミュニティ
の活性化を図ります。

社会教育課 幅広い地域住民や団体等
の参画により、地域の教
育力の向上を図り、子ど
も達の社会性の向上や社
会を生き抜く力を育む。
また、地域人材を活用
し、全ての保護者が安心
して家庭教育を行える環
境を整える。

小・中学校

○

・学校教育課と連携し、地域
とともにある学校づくり運営
研修会を2回開催
・放課後子ども教室設置9校
・親子体験教室の実施10回
　参加組数延べ50組
　参加者数延べ131人

放課後子ども教室を実施
しているが、スクールバ
スで帰宅する子どもなど
もおり、放課後の時間が
少ないのが現状である。

活動推進や地域
コーディネー
ターの資質向上
のため研修会の
実施。
放課後子ども教
室を５校で実
施。
家庭教育支援活
動に、年間30
組以上の親子が
参加する。

成果としては、
目標を上回る実
績を達成でき
た。
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

保育園地域活動事業 子どもと高齢者のふれあ
いの場を増やし、地域の
活動を通して、乳児から
高齢者までの異年齢の者
が交流できる場をつくり
ます。

子ども若者課
（園児支援
係）

子どもと高齢者のふれあ
いの場を増やし、地域の
活動を通して、乳児から
高齢者までの異年齢の者
が交流できる場をつくり
ます。

保育園児

◎

祖父母参観等ふれあいの場
15件

新型コロナウイルス感染
症の影響により、予定ど
おり実施できないことも
あった。

地域活動を通し
て、異年齢の者
と交流の場をつ
くる。

異年齢の者とふ
れあう場を作る
ことが重要なの
で、継続して取
り組む。

たからじまカレンダー作
成事業

地域全体で子どもを育て
るという意識をもち、祭
りや、伝統芸能、ふれあ
いの場で見られる笑顔あ
ふれる写真を募集し、カ
レンダーを作成します。

子ども若者課
（子育て支援
係）

佐渡市のイベント（祭
り、健診、ごみの日）１
つのカレンダーでわかる
ようにする。

18歳までの子どもを養
育する世帯

△

市ホームページや市報でもイ
ベントカレンダーを掲載して
いるため、事業の必要性も含
めて検討していく。

関係各課との連携が必要
など課題が多い。また、
媒体についても検討が必
要である。

引き続き作成を
検討する。

作成できなかっ
た。

　【基本施策】（４）安心して外出できる環境の整備

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

地域ぐるみの学校安全整
備推進事業

通学路等における防犯体
制、設備等を整備しま
す。

学校教育課 「子ども110番の家」の
活用など、通学路等にお
ける防犯体制、設備等を
整備します。

小・中学校　児童生徒

○

・佐渡市子ども安全応援隊１
２人
・１人当たり、８時間/月の範
囲内で活動（１月８時間で、
一人当たり年間９６時間）

１校につき１人なので、
広い校区全体を見守る負
担は大きい。
退任者の後任や新規での
担い手がいない。

隊員数１５人を
確保。

子ども安全応援
隊員１２人を確
保して地域の見
守り活動を実
施。

子どもがつなぐ地域の居
場所づくり事業

公共施設の空きスペース
や、商店街の空き店舗・
店舗内の空きスペース等
を有効活用して、気軽に
集まれる場づくりを進め
ます。

子ども若者課
（子育て支援
係）

子どもから高齢者まで、
楽しみ学べる交流の場と
して、事業実施団体へ補
助します。

子育て中の親とその子ど
も、子育てを支援する人

△

補助事業者の募集を行った
が、申請がなかった。

補助要件や1/2補助な
ど、民間の補助制度と比
較すると課題が多い。

子どもがつなぐ
地域の居場所を
創設。

日本財団等の民
間の補助制度が
充実しているこ
とから、令和３
年度をもって補
助事業を廃止し
た。

　【基本施策】（５）仕事と子育ての調和

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

ワーク・ライフ・バラン
スの普及（仕事と成果圧
の調和）

男女が共に仕事と子育て
をしながら安心して生活
できるようワーク・ワイ
フ・バランスの普及推進

産業振興課 子育てをしながら職業生
活が安心して継続でき、
自己実現が図られる職場
環境づくりの普及を図る
ため、就労環境や働き方
に関する周知・啓発活動
を実施する。

市内事業所の人事担当者
等

○

コロナ感染症の状況を考慮
し、国・県が実施するオンラ
イン等での講習会、セミナー
への参加を促す。

市内事業所へ広く周知す
るための方法。

各種講習会、セ
ミナー等への参
加を促す。

関係機関が実施
する各種講演
会、セミナーに
ついて島内事業
者へ周知を行っ
た。

子育て両立応援企業認証
事業

子育て世代が仕事と育児
及び家庭生活が両立でき
るよう職場作りに積極的
に取組む企業を認証しま
す。

子ども若者課
（子育て支援
係）

企業名のＰＲや子育て世
代のモチベーションアッ
プ等の効果。
企業のイメージアップに
よる人材確保の効果。

△

引き続き、関係機関と検討を
行う。

企業の職種も様々であ
り、幅広い職種に効果的
な施策の検討が必要であ
る。

関係機関と検討
を行う。

制度の構築はで
きなかった。
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【基本目標】４．配慮を必要とする子ども・家庭への支援体制づくり

　【基本施策】（１）すべての子どもを受け入れる環境づくり

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

障がい児保育 障がい児保育
障がい児に対する園児や
保護者の正しい理解を促
進します。

子ども若者課
（園児支援
係・子ども若
者相談セン
ター）

障がい児保育
障がい児に対する園児や
保護者の正しい理解を促
進します。

身体、知的、精神に障が
いのある児又はその疑い
のある児

◎

(園児支援係）
・加配が必要な園児に対し適
切に職員を配置している。
・職員研修　4会場で実施。
（子若センター）
加配申請
12園　68人

（園児支援係）
専任保育士の確保。
（子若センター）
保育現場のスキル向上を
目指すよう研修会に参加
できる環境整備（人員配
置も含む）が必要であ
る。

（園児支援係）
・加配が必要な
園児に対し適切
に職員を配置す
る。
・職員研修年１
回実施する。
（子若セン
ター）
加配申請に適切
な職員配置をす
る。

（園児支援係）
加配配置職員数
は46人。職員研
修は4会場で実施
した。
（子若セン
ター）
加配職員研修を
年4回実施し、障
がい児に対する
正しい理解と対
応を学ぶことが
できた。

就学支援事業 経済的な理由で、就学、
進学が困難な家庭に対し
て就学支援を行います。
・就学援助制度

教育総務課 経済的な理由で、就学、
進学が困難な家庭に対し
制度の周知を図り、利用
しやすい制度とする。

小・中学校　児童生徒

○

就学援助認定者数
　小学校　411人
　中学校　247人

児童・生徒は減少傾向に
あるが、認定率は横ばい
となっており、継続的な
支援が必要である。

援助が必要な世
帯へ、確実に制
度の周知ができ
るようにする。

全児童・生徒へ
申請書用紙の配
布・提出を依頼
して８年目とな
る。以降、認定
率は横ばいであ
り、制度の周知
は行き渡ってい
ると思われる。

就学相談
介助員配置事業

一人ひとりの教育的ニー
ズに対応した指導の充実
を図ります。

学校教育課 〇支援を必要とする障がい
児への介助、学習支援
・重度障がい児の身体介助
・身辺自立の支援
・多動傾向児への声かけ、
安全確保
・パニック時の寄り添い、
知的障がい児への学習支援
・けが治療中の児童生徒の
異動支援

支援を必要とする児童生
徒

◎

・市教委作成「介助員配置基
準」に則り、また、各校から
の実態も参考に、増加してい
る支援が必要な児童生徒数に
応じた介助員を配置する。
・配置介助員
６９名（昨年比＋２）
（小52名　中１７名）

・「介助員配置基準」に
則り配置した。希望する
介助員数が基準を上回
り、すべての学校の要請
には対応が難しい。

支援が必要な児
童生徒数に合っ
た介助員を配置
する。

・昨年比＋２名
の配置が可能と
なり、教育的
ニーズに対応で
きた。

　【基本施策】（２）児童虐待防止対策の充実

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

要保護児童対策協議会 子ども若者相談センター
が虐待の通告・相談窓口
となり、関係機関と連携
して、個々に応じた対
応・支援を行います。
虐待を許さない、見逃さ
ない地域づくりのため、
関係機関と連携して予防
活動に取組む。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

子ども若者相談センター
が虐待の通告・相談窓口
となり、関係機関と連携
して、個々に応じた対
応・支援を行います。
虐待を許さない、見逃さ
ない地域づくりのため、
関係機関と連携して予防
活動に取組む。

○要保護児童
虐待等により保護者が児童
を監護することが不適当で
あると認められるケース
○要支援児童
保護者の養育を支援するこ
とが特に必要と認められる
児童
○特定妊婦
出産後の養育について出産
前において支援を行うこと
が特に必要と認められる妊
婦

○

要保護対策児童協議会
　代表者会議　0回
　実務者会議　16回
　個別支援会議　191回

台帳管理数
　91世帯 194人

学校や保育園からの通告
の流れについて再確認す
る必要がある。

要対協
代表者会議2回
実務者会議16
回
個別支援会議
95回

学校や病院、警
察との連携体制
が出来つつあ
り、スムーズな
情報共有により
支援に繋げるこ
とができた。

養育支援訪問事業 養育支援が必要な家庭に
対して訪問し、支援する
ことにより虐待の防止を
図ります。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

養育支援が必要な家庭に
対して訪問し、支援する
ことにより虐待の防止を
図ります。

・妊娠期からの継続的な支
援が必要な家庭
・産後子育てに関して強い
不安や孤立感を抱える家庭
・不適切な養育環境、虐待
の恐れやそのリスクを抱え
ている家庭
・公的な支援につながって
いない児童のいる支援を必
要とする家庭

○

新生児、乳児、幼児等の養育
に不安のある家庭、周産期う
つ等母の不調のある家庭に対
する養育支援事業
12世帯　 289回実施

支援が必要な家庭への介
入が難しいが、助産師や
地区担当保健師、保育園
や学校関係者の丁寧な関
りにより、親が安心して
支援を受けられるような
体制づくりを調整する必
要がある。

必要な家庭にタ
イムリーに関わ
る

父母の養育環境
の調整が必要な
家庭と産後うつ
等母の精神面の
不調がある家庭
に養育支援を実
施した。必要な
家庭に支援が入
り、母子が安定
した。
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　【基本施策】（3）障がいのある子どもとその家族への支援

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

育成医療 身体に障がいのある子ど
もや、現在の状態を放置
すると将来的な障がいを
残すと認められる子ども
に対し、必要な医療の一
部を助成します。

社会福祉課 助成対象者が円滑に医療
機関を受診するための支
援を行います。

身体に障がいがあるか、
またはその障がいを残す
と認められる18歳未満
の児童

◎

実人員　9人 ホームページや佐渡市市
民便利帳、「障がい祉の
ご案内」等を利用し制度
周知を実施しており、さ
らなる制度周知に努めて
いく。

助成対象者が円
滑かつ容易に医
療機関を受診す
るための支援を
行う。

助成対象者につ
いては、申請後
速やかに手続き
を行い、滞りな
く給付を実施す
るとともに制度
の周知に努め
た。

重度心身障がい者医療費
助成事業

こども医療費助成事業と
併せ、18歳到達後の最
初の3月31日までの入院
に係る医療費を無料化し
ます。

社会福祉課 助成対象者が円滑かつ容
易に医療機関を受診する
ための支援を行う。

身体障害者手帳（１～３
級）の交付を受けている
方
療育手帳Ａの交付を受け
ている方
精神障害者手帳１級の交
付を受けている方（※）

※平成29年9月1日より
条例改正より対象を追加

◎

受給者　1,621人 助成内容については、一
定の水準に達している。

助成対象者が円
滑かつ容易に医
療機関を受診す
るための支援を
行う。

助成対象者につ
いては申請後速
やかに手続きを
行い滞りなく給
付を実施すると
ともに、手帳取
得者等に対し案
内を同封するな
どして制度周知
に努めた。

療育相談、指導 障がいや疾病等の早期発
見のため、関係機関と連
携し継続的な支援を図り
ます。

市民生活課健
康推進室

必要時にタイムリーに関
われるよう関係者との情
報共有を図る。
・随時対応

△

・佐渡保健所が主催で、療育
相談を年５回開催。

利用が減少しており、適
切にニーズを把握してい
るか確認が必要。

療育相談を受け
た児が教室や医
療につながるよ
う支援する。

療育相談の利用
は年々減少傾
向。

児童発達支援事業（療育
教室）

発達が気になる幼児に小
集団で社会性やルールを
学ばせ、個の能力を伸ば
すと共に保護者支援を行
います。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

児童の年齢や特性に合わ
せてｸﾗｽ編成し、2週間に
1回保護者同伴で通所訓
練を行う。
親子遊び、個別指導、小
集団での遊びや交流を通
して児の能力を伸ばすこ
とを支援する。

・落ち着きや集中力に心
配のある年長児
・言葉の遅れやコミュニ
ケーション等に心配のあ
る児
・発達の遅れが気になる
乳幼児

○

・幼児療育教室（じゃんぷ）
　開催回数217回
　参加実人数72人
　参加延人数1,017人
・幼児ことばこころの教室（さ
くらんぼ）
　開催回数138回
　参加実人数27人
　参加延人数206人
・おでかけさくらんぼ
　開催回数100回
　訪問園数17園
　参加実人数39人
　参加延人数209人
・動作療法教室
（まつぼっくり）
　開催回数18回
　参加実人数4人
　参加延人数36人

動作療法教室（まつぼっ
くり）の周知が足りな
かった。各園への周知方
法を再考し、参加人数の
増加を目指す。また、幼
児療育教室（じゃんぷ）
の入厩希望者が増えてい
るため、サービス提供の
工夫が必要である。

じゃんぷ220日
延べ1,000人
さくらんぼ168
日延べ300人
（内お出かけ
100人）

療育教室の支援
方法を工夫し、
個々の特性に
合った対応に努
めた。また、入
厩希望者の増加
により、来年度
は午後も教室を
実施する予定と
している。
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　【基本施策】（4）ひとり親家庭等医療費助成事業

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

ひとり親家庭等医療費助
成事業

こども医療費助成事業と
併せ、18歳到達後の最
初の3月31日までの入院
に係る医療費を無料化し
ます。

子ども若者課
（子育て支援
係）

父、母又は養育者及び児
童が受診した際の医療費
を助成する。
【自己負担】
通院：１日につき530円
（同じ月で同一医療機関
５回目以降は無料）
入院：無料＜児童のみ＞

ひとり親家庭等の父、母
又は養育者及び児童
（18歳到達年度末、た
だし障害がある場合は
20歳未満） ◎

父、母又は養育者及び児童が
受診した際の医療費を助成し
ている。
受給者　親 375人
　　　　子 615人

新規、更新等の際、状況
（事実婚）等により、資
格判定に影響があるた
め、制度の周知および説
明を行う。

ひとり親家庭等
の経済的負担を
軽減し、助成対
象者が円滑かつ
容易に医療機関
を受診するため
の支援を行う。

助成内容につい
ては、一定水準
に達しており、
ひとり親家庭等
の経済的負担軽
減に繋がった。

母子生活支援施設事業 18歳未満の子を養育し
ている母子家庭やそれに
準ずる状況にある母子が
一緒に入所して生活の安
定と自立をめざします。

子ども若者課
（母子生活支
援施設）

入所者個々のニーズに
沿った自立支援計画を策
定し、相談、援助を進め
ながら自立を支援する。
退所後においても必要に
応じて支援を行なう。

18歳未満の子どもを養
育している母子家庭。又
は母子家庭に準じる家庭

＜相談、援助＞
入所世帯　１世帯
退所世帯　５世帯（来所、電
話）
＜支援計画＞
策定会議、再評価会議開催

複合的な生活課題や心理
的課題に対して、生活を
共にする視点から、その
場に立った支援に努める
ことが求められる。

＜自立支援計画
＞年１回、再評
価６ヶ月ごとに
作成。
退所後支援の充
実。

個々のニーズに
合わせた支援計
画を作成し、関
係機関と連携し
ながら支援を実
施している。

生活困窮者等学習支援事
業

ひとり親や生活困窮世帯
の児童に対し、学習や生
活習慣のて定着に向けた
支援を行います。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

・学習支援員が対象児と
学習を通じて、信頼でき
る大人から頑張りを承認
されることで、自己肯定
感の向上を図り、社会性
の育成を目指す。
・学習支援を通じて、保
護者の不安が軽減し、親
子の関係が安定する。

・生活保護世帯の子ども
及びその保護者
・経済的に困窮状態にあ
り、養育環境に課題を抱
えたひとり親家庭の子ど
も及びその保護者
・その他市長が必要と認
める子ども及びその保護
者

○

対象世帯　7世帯
対象実人員　7人

訪問実回数　209回
訪問延回数　238回

学習支援員が対象児と学
習を通じて、信頼関係を
築き、自己肯定感の向上
を図り、社会性の育成を
目指すことを継続して行
うことが必要である。

学習支援実件数
10件

学習支援事業を
導入することで
家庭が安定し
た。

ひとり親家庭への総合的
な支援のための相談窓口
強化事業（就労支援）

こどもの将来が生まれ
育った環境に左右された
り、貧困の世代間連鎖を
解消するために、労働支
援専門員の配置をしま
す。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

こどもの将来が生まれ
育った環境に左右された
り、貧困の世代間連鎖を
解消するために、ひとり
親の就労相談窓口を強化
します。

母子家庭及び父子家庭等

○

相談実件数　32件
相談延件数　197件

企業にひとり親の就業に
ついて理解を求め、橋渡
しをした。ひとり親の困
り感を受け止め,継続して
支えていくことが必要で
ある。

・ひとり親家庭
向けの就業につ
いてのチラシを
作成する。
・就労に結び付
ける。

企業とのつなが
りを多く持つこ
とができた。引
き続きひとり親
を支えていく。

　【基本施策】（5）配慮を必要とする子ども、家庭への支援

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

教育相談 特別支援教育、就学相
談、就学指導等の教育相
談

学校教育課 特別支援教育、就学相
談、就学指導等の教育相
談

小・中学校　児童生徒及
び保護者

◎

・教育支援委員会の開催　年
間3回開催
・就学相談・面談　　74回
・教育相談支援訪問　34回
・保育園幼稚園訪問　50回

・特になし
（支援学校へ　　9名
　支援学級へ　74名
　通常学級へ　11名）

保育園・幼稚園
の就学支援児の
観察及び教育相
談全てに対応す
る。

・支援が必要な
幼児について、
学校につなげる
ことができた。

ひきこもり対策 適応指導教室（あすなろ
教室）の運営
不登校児童生徒訪問指導

学校教育課 適応指導教室（あすなろ
教室）の運営
不登校児童生徒訪問指導

小中学校　児童生徒

◎

あすなろ教室新規入級者９名
訪問指導　延べ329回実施

不登校になった児童生徒
に対して、放置せず、
ニーズそった何らかの支
援を継続していくこと

希望する家庭へ
の訪問指導をす
べて実施する。

あすなろ教室の
入級者数や訪問
指導の回数が増
加し良い傾向に
ある。

ひきこもり対策 子ども若者相談センター
が相談窓口となり、関係
機関と連携して、当事者
の状況に合わせて支援し
ます。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

子ども若者相談センター
が相談窓口となり、関係
機関と連携して、当事者
の状況に合わせて支援し
ます。

不登校、ひきこもりの当
事者、家族および支援者

◎

相談延件数：34件
関係機関調整：市教委2回、
ケース会議1回
フリースペース開催：29回開
催

・当事者のニーズに沿っ
た支援に繋がるまで時間
を要するケースが多い。
・関係機関と連携して役
割分担をしながら長期的
に関わる必要がある。
・家族や当事者が相談し
やすくなるよう広報の方
法等検討が必要である。

関係機関連携
（市教委、福
祉）
相談対応
フリースペース
月３回開催

・関係機関と連
携して相談対応
ができたケース
もあったが、他
機関に繋ぐこと
が難しいケース
もあった。
・関係機関との
連携をより密に
していく必要が
ある。
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 Ｒ３ R３ 事業の進捗状況 R３ 事業実施上の課題 R３ 目標 評価

外国にルーツのある子ど
も・家庭への支援

佐渡市トキっ子応援プロ
グラムの外国版を作成
し、佐渡市の子育て支援
について理解を深め、外
国とつながる子ども・家
庭に対し、寄り添い支援
を進めます。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

佐渡市トキっ子応援プロ
グラムの外国版を作成
し、佐渡市の子育て支援
について理解を深め、外
国とつながる子ども・家
庭に対し、寄り添い支援
を進めます。

外国につながりのある子
ども及び保護者

△

引き続き、関係機関と検討を
行った。

ニーズ調査を実施し、結
果を受け必要性について
検討する必要がある。

外国につながり
のある子ども及
び保護者への支
援を行う。

引き続き、必要
性について検討
する。

奨学金貸与事業 教育の機会均等を図り、
有能な人材を育成すると
ともに、将来にわたる定
住を促すことを目的とし
て、奨学金の貸与を行
う。
○高校等　月額15,000
円　一時金100,000円
○専修、大学等
入学年度　年額130万
円、100万円、80万
円、60万円
入学年度以外　年額100
万円、80万円、60万
円、40万円から選択

教育総務課 教育の機会均等を図り、
有能な人材を育成すると
ともに、将来にわたる定
住を促すことを目的とし
て、奨学金の貸与を行
う。
○高校等　月額15,000
円　一時金100,000円
○専修、大学等
入学年度　年額130万
円、100万円、80万
円、60万円
入学年度以外　年額100
万円、80万円、60万
円、40万円から選択

高等学校、中等教育学校
の後期課程、特別支援学
校の高等部、高等専門学
校及び専修学校の高等課
程、専修学校の専門課
程、短期大学、大学に在
学する者

◎

貸与者数
〇高等学校　 17人
〇専門学校･短大･大学 219人
〇誘致校(※)　48人
(※)伝統文化と環境福祉の専門
学校及び佐渡保育専門学校

貸与開始から返還終了に
至るまで制度内容の周知
に努め、奨学金を必要と
している利用者が制度を
有効活用できるように努
める。

制度内容の周知
に努め、奨学金
貸与を必要とす
る生徒・学生が
貸与を受けられ
るようにする。

教育の機会均等
を図り、人材育
成に貢献できた
ものと思われ
る。

子ども若者相談、支援 発達段階に応じた支援が
必要な妊娠期から39歳
までの子ども・若者を対
象に、総合相談窓口を設
置し、関係課、関係機関
と連携して、横断的且つ
継続的な支援を行うこと
により、社会の一員とし
て次代の佐渡を担う若者
を育成します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

発達段階に応じた支援が
必要な妊娠期から39歳
までの子ども・若者を対
象に、総合相談窓口を設
置し、関係課、関係機関
と連携して、横断的且つ
継続的な支援を行うこと
により、社会の一員とし
て次代の佐渡を担う若者
を育成します。

妊娠期からの継続的な支
援が必要な家庭
産後子育てに関して強い
不安や孤立感を抱える家
庭
不適切な養育環境、虐待
の恐れやそのリスクを抱
えている家庭
公的な支援につながって
いない児童の居る支援を
必要とする家庭

○

相談実件数　337件
相談延件数　2,269件

多岐にわたる相談をうけ
ているが、相談内容は複
雑で長期にわたるケース
が数多くある。専門職を
配置し、適切な対応をす
る必要がある。

総合相談窓口を
設置し、関係
課、関係機関と
連携して、横断
的且つ継続的な
支援を行う。

介入できずに実
態がわからない
世帯があるが、
保育園、学校等
と連携して支援
の方向性を共有
して支援にあ
たった。
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